
山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

三
八
七

山
梨
県
公
報

第
二
百
九
十
八
号

令
和
四
年

七
月
四
日

月　曜　日

目

次

告

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
の
認
可	

三
八
七

○
道
路
の
区
域
変
更	

三
八
七

公

告

○
令
和
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施	

三
八
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
の
変
更
の
届
出	

三
九
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
等
の
変
更
の
届
出	

三
九
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

三
九
二

人
事
委
員
会

○
令
和
四
年
度
山
梨
県
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て	

三
九
三

○
令
和
四
年
度
山
梨
県
職
員
採
用
試
験
（
就
職
氷
河
期
世
代
）
の
実
施
に
つ
い
て	

三
九
八

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四

年
六
月
二
十
四
日
楯
無
堰
土
地
改
良
区
の
定
款
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
告
示
第
百
五
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路
線
名　

折
門
古
関
線

三　

道
路
の
区
域

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
巨
摩
郡
身
延
町
根
子
字
松
葉
一
番
一
地
先
か
ら

南
巨
摩
郡
身
延
町
瀬
戸
字
谷
笠
一
三
四
二
番
地
先

ま
で

旧

九
・
二
～

　
　
　

一
七
・
三

七
六
・
〇

新

一
一
・
七
～

　
　
　

二
五
・
八

七
六
・
〇

公　
　
　

告

◉　

令
和
四
年
度
行
政
書
士
試
験
の
実
施

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
知
事
か
ら
一

般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に
委
任
さ
れ
た
行
政
書
士
試
験
に
つ
い
て
、
行
政
書
士
試

験
の
施
行
に
関
す
る
定
め
（
平
成
十
一
年
自
治
省
告
示
第
二
百
五
十
号
）
第
八
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
四
日

一
般
財
団
法
人
行
政
書
士
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー

理 

事 

長　
　

多 

賀 

谷　
　

一　
　

照



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

三
八
八



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

三
八
九



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

三
九
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

三
九
一

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠　

名
称　

カ
イ
ン
ズ
甲
西
店

㈡　

所
在
地　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
西
南
湖
字
上
河
原
三
百
二
十
五
番

2　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名　

株
式
会
社
カ
イ

ン
ズ　

代
表
取
締
役　

高
家
正
行　

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号

二　

届
出
の
概
要

1　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地　

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
甲
西
店　

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市

西
南
湖
字
上
河
原
三
百
二
十
五
番

2　

変
更
し
た
事
項　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
前

変
更
後

カ
イ
ン
ズ
ホ
ー
ム
甲
西
店

カ
イ
ン
ズ
甲
西
店

3　

変
更
の
年
月
日　

平
成
二
十
六
年
十
月
十
三
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
四
日
ま
で

◉　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

届
出
者

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ

代
表
取
締
役　

高
家
正
行

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名

住
所

株
式
会
社
カ
イ
ン
ズ

代
表
取
締
役　

高
家
正
行

埼
玉
県
本
庄
市
早
稲
田
の
杜
一
丁
目
二
番
一
号

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル

六
千
八
百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

三
百
五
台

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
百
五
十
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
台

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

二
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置
及
び
容
量

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

十
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

三
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻　

午
前
十
時

閉
店
時
刻　

午
後
八
時

開
店
時
刻　

午
前
七
時

閉
店
時
刻　

午
後
八
時

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
十
分

ま
で

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時

三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数
及
び
位

置

数　

五
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

数　

十
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
九
十
八
号
　
　
令
和
四
年
七
月
四
日

三
九
二

二　

就
任

3　

変
更
す
る
年
月
日　

令
和
五
年
三
月
一
日

三　

届
出
年
月
日　

令
和
四
年
六
月
二
十
三
日

四　

縦
覧
場
所　

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階　

山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五　

縦
覧
期
間　

こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
四
日
ま
で

◉　

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
近
津

用
水
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
四
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

一　

退
任 変

更
事
項

変
更
前

変
更
後

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

四
千
九
百
平
方
メ
ー
ト
ル

六
千
八
百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

駐
車
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

三
百
五
台

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
百
五
十
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び

収
容
台
数

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
台

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

収
容
台
数　

二
十
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位

置
及
び
面
積

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

面
積　

二
百
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施

設
の
位
置
及
び
容
量

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

十
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

容
量　

三
十
一
立
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻
及

び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻　

午
前
十
時

閉
店
時
刻　

午
後
八
時

開
店
時
刻　

午
前
七
時

閉
店
時
刻　

午
後
八
時

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
午
後
八
時
三
十
分

ま
で

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時

三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数
及
び
位

置

数　

五
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

数　

十
箇
所

位
置　

届
出
の
図
面
の
と
お
り

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
市
部
七
百
七
十
七

番
地

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

理
事

荻
野
正
直

笛
吹
市
石
和
町
井
戸
三
百
三
十
九

番
地

同

同

上
野
稔

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
三

百
三
十
五
番
地
二

同

同

三
浦
光
宏

笛
吹
市
石
和
町
八
田
三
百
九
十
七

番
地

同

同

雨
宮
宏

笛
吹
市
石
和
町
川
中
島
二
百
二
十

九
番
地

同

同

萩
原
太
志

笛
吹
市
石
和
町
東
油
川
七
十
八
番

地

同

同

伊
藤
正
英

笛
吹
市
石
和
町
今
井
三
十
六
番
地
同

同

内
藤
隆
明

甲
府
市
蓬
沢
一
丁
目
八
番
地
八
号
同

同

小
林
光
男

甲
府
市
向
町
七
百
九
十
番
地

同

同

広
瀬
和
人

甲
府
市
和
戸
町
二
百
二
十
六
番
地
同

同

遠
藤
武

甲
府
市
西
油
川
町
二
百
九
十
五
号
同

同

関
野
登

甲
府
市
上
町
千
六
百
十
九
番
地
一
同

監
事

土
屋
直

甲
府
市
川
田
町
五
百
三
十
二
番
地
同

同

青
柳
栄
一

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
九
十
八
番
地
同

員
外
監

事

森
道
雄

笛
吹
市
石
和
町
広
瀬
九
百
四
十
番

地

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
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